
平成２８年１１月１６日

堺         市

原井頭池改良工事設計業務に伴う測量業務設計図書の訂正について

原井頭池改良工事設計業務に伴う測量業務の設計図書について、下記のとおり、一部訂正しま

すので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロ

ードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

１．訂正する案件

調達案件番号 ４２８２０００１７２

案件名称   原井頭池改良工事設計業務に伴う測量業務

２．訂正箇所

No 文書名

1 入札説明書

6 特記仕様書



３．訂正内容

No.1 入札説明書

（訂正前）

業務概要

４級基準点測量 Ｎ＝３点

現地測量（Ａ＝０．０１２ｋｍ２） 一式

浅深測量（６測線） 一式

（訂正後）

業務概要

４級基準点測量 Ｎ＝７点

現地測量 （ Ａ＝０．００９ ｋｍ２） 一式

路線測量 中心線測量 Ｌ＝０.２ｋｍ

路線測量 横断測量 Ｌ＝０.２ｋｍ

深浅測量（６測線） 一式



No.6 特記仕様書：p.6 第４章 成果品等

  （訂正前）

４．２ 調査関係提出項目

    測量結果は、「測量成果電子納品要領(案)」(農林水産省 平成２４年３月)に基づいて

作成しなければならない

  １）業務週報

２）打合せ記録簿

３）関係機関との協議資料等

４）測量成果(成果表、観測手簿、計算簿)

５）図面関係(縦断図 縦 1/100 横 1/250 横断図 1/50～1/100 平面図 1/250)

６）管理資料(精度管理票 その他の資料)

７）その他の資料

８）機器検定証明書

９）その他

（訂正後）

４．２ 調査関係提出項目

  １）業務週報

２）打合せ記録簿

３）関係機関との協議資料等

４）測量成果(成果表、観測手簿、計算簿)

５）図面関係(横断図 1/50～1/100 平面図 1/250)

６）管理資料(精度管理票 その他の資料)

７）その他の資料

８）機器検定証明書

９）その他



6 

 

２．３ 基準点及び基準標高 

測量に用いる基準標高は、監督員と協議する。また、基準点測量については任

意座標によるものとする。 

 

２．４ 運用基準 

運用基準は、堺市公共測量作業規定に準拠するものとする。 

 

第３章 審査 

３．１ 審査の目的 

受注者は、業務を施工するうえで技術資料等の諸情報を活用し、充分な比較検討を

行うことにより、業務の高い質を確保することに努めなければならない。 

 

３．２ 審査の体制 

受注者は遺漏なき審査を実施するために、相当な技術経験を有する審査員を配置し

なければならない。 

 

第４章 成果品等 

４．１ 成果品等 

成果品等は、それぞれに表紙及び目次をつけて整理し報告書として提出しなければ

ならない。また、電子データとしても納品するものとする。 

 

４．２ 調査関係提出項目 

  １）業務週報 

２）打合せ記録簿 

３）関係機関との協議資料等 

４）測量成果(成果表、観測手簿、計算簿) 

５）図面関係(横断図 1/50～1/100平面図 1/250) 

６）管理資料(精度管理票 その他の資料) 

７）その他の資料 

８）機器検定証明書 

９）その他 

 

４．３ 提出部数 

①上記成果品については、可能な限りデジタルデータで取得するように努め、CD-R

または DVD-Rに保存して提出すること。 

②２部提出することとする。 

 

 


